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〔開会 午前 ９時５９分〕 

議長（仲明議員） おはようございます。 

 これより令和６年第１回尾鷲市議会定例会を開会いたします。 

 開会に当たり、市長より御挨拶があります。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） おはようございます。 

 議員の皆様には、令和６年第１回定例会に御出席を賜りまして、誠にありがと

うございます。 

 本定例会には、議案第２号「尾鷲市情報通信技術を活用した行政の推進に関す

る条例の制定について」をはじめとする条例の制定及び一部改正議案が９件、予

算議案が１０件、その他選任議案等６件の議案２５件と、諮問第１号「人権擁護

委員候補者の推薦について」と報告第２号「専決処分事項の承認について（令和

５年度尾鷲市一般会計補正予算（第８号））」についてを提出させていただきま

す。 

 何とぞよろしく御審議をいただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

 簡単ではございますが、本定例会の開会の挨拶とさせていただきます。 

議長（仲明議員） これより本日の会議を開きます。 

 ただいまの出席議員は７名であります。よって、会議は成立いたしております。 

 本日の欠席通告者は、５番、村田幸隆議員、７番、内山左和子議員は病気のた

め欠席であります。 

 最初に、議長の報告ですが、お手元の報告書は朗読を省略し、これより議事に

入ります。 

 本日の議事につきましては、お手元の議事日程第１号により取り進めたいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第８７条の規定により、議長において、３

番、濵中佳芳子議員、４番、西川守哉議員を指名いたします。 

 次に、日程第２、「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日から３月１９日までの

２２日間といたしたいと思います。これに異議ございませんか。 



－６－ 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から３月１９日まで

の２２日間と決定いたしました。 

 次に、日程第３、議案第２号「尾鷲市情報通信技術を活用した行政の推進に関

する条例の制定について」から日程第２５、議案第２４号「三重地方税管理回収

機構規約の変更に関する協議について」までの計２３議案を一括議題といたしま

す。 

 ただいま議題となりました２３議案につきましては、朗読を省略し、直ちに提

案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、令和６年度当初予算を含めた諸議案についての説明

に先立ちまして、所信の一端を申し述べ、議員各位並びに市民の皆様の深い御理

解を賜りますとともに、今後の市政運営に対しまして、格別の御協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 初めに、元日に発生した石川県能登地方を震源とする「令和６年能登半島地震」

によりお亡くなりになられた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、被災され

た皆様に心からお見舞い申し上げます。 

 本市では、これまで県との連携を図りながら、被災地への職員派遣等を迅速に

行ったところであり、今後もできる限りの支援に努めてまいります。 

 また、本市においても、「災害がいつ起きてもおかしくない」、さらには「従

来の想定を超える事態が生じるかもしれない」ことを肝に銘じ、市民の生命と財

産を守るため、一層の緊張感を持って災害への備えに取り組んでまいります。 

 さて、本年は、昭和２９年６月２０日に北牟婁郡尾鷲町、須賀利村、九鬼村、

南牟婁郡北輪内村、南輪内村の１町４村が合併し「尾鷲市」が誕生して以来、７

０周年を迎えます。また、熊野古道が世界遺産に登録されてから、２０周年を迎

える年であります。 

 このような節目の年に当たり、本市が直面する様々な課題に果敢に立ち向かい、

「第７次尾鷲市総合計画」に掲げるまちの将来像「住みたいまち 住み続けたい

まち おわせ」の実現に向けて、引き続き「一念通天」の精神で取り組んでまい

ります。 

 そして、各施策の成果をさらなる成長と発展につなげられるよう、全庁一丸と
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なって邁進してまいりますので、皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 それでは、個々の案件につきまして、その取組内容を説明いたします。 

 まず、市制施行７０周年記念についてであります。 

 本市におきましては、昭和２９年６月２０日に県内８番目の市として誕生し、

本年６月に７０周年の節目を迎えます。この節目に市民の皆様とともに市全体を

盛り上げていくための記念式典、記念事業を計画するに当たり、昨年４月より庁

内に策定委員会を設置し、併せてアイデア、意見を集約するため、中堅職員を中

心としたワーキンググループを立ち上げ、検討を重ねてまいりました。 

 その結果、記念式典を本年６月３０日とし、記念事業におけるメインテーマを

「住みたいまち 住み続けたいまち おわせ」と掲げ、拡充する４大イベントを

中心にこれまでの歴史を振り返り、改めて郷土を愛し、誇りに思う機会を創出す

る事業を実施してまいります。 

 その周年記念事業の一つとして、「ＮＨＫのど自慢」の本市開催が決定いたし

ました。開催日は、令和７年２月２３日です。これを機に本市を全国的にＰＲす

る絶好の機会と捉え、準備を万全に進めてまいります。 

 また、本年においては、熊野古道世界遺産登録２０周年を迎える年でもあり、

本市の貴重な資源や魅力に磨きをかけ、ふるさと「尾鷲」を後世に残し、未来へ

とつないでいくために、７０周年の記念事業における理念に合わせた記念事業を

実施してまいります。 

 いずれにいたしましても、節目の年に、本市が目指すまちづくりの目標に向か

って大いに前進する年とするため、市民の皆様の絶大なる御理解と御協力をお願

いする次第であります。 

 次に、おわせＳＥＡモデル構想の推進についてであります。 

 本構想につきましては、平成３０年８月に「おわせＳＥＡモデル協議会」を設

立してから５年６か月が経過し、令和元年５月から開始された中部電力尾鷲三田

火力発電所の撤去工事も、令和７年３月末予定の燃料第一ヤードの油汚染対策と

同年９月末予定の揚油桟橋の撤去工事を残し、来月で完了する予定と聞いており

ます。 

 「おわせＳＥＡモデル協議会」を設立して以降、尾鷲商工会議所、中部電力と

の連携を図りながら、「Ｓ・Ｅ・Ａ」のそれぞれのプロジェクトにおいて鋭意検

討を進め、多くの企業の皆様と意見交換を重ねるとともに、企業誘致に向けての

取組を進めてまいりました。 
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 現時点では、発電所ヤードで国の支援を受けながら、野球場、多目的スポーツ

芝生広場などからなる国市浜公園整備事業を進めており、新年度と令和７年度の

２か年で野球場と避難施設の整備完了に向け取り組んでまいります。 

 そして、野球場整備において、施設利用者、市民の皆様からの御要望が多いナ

イター設備については、財源確保策の一つとして、広く市内外の企業、団体、個

人の皆様からの寄附を募ることも検討しながら、整備に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。 

 次に、大型製材工場誘致につきましては、昨年１１月に尾鷲商工会議所の北裏

会頭が、そして、１２月に私自らが事業者を訪問し、社長と面談した次第であり

ます。 

 現在、事業計画を策定していただいている状況ではありますが、本市への大型

製材工場の誘致は、産業の振興による雇用の創出とともに、重要港湾である尾鷲

港の新たな利活用による整備促進にも大きくつながるものであり、さらには、紀

伊半島を取り巻く「産業振興の道」、「命の道」としての道路整備、特に国道１

６９号の代替ルートとして、また、将来にわたる新たなバイパス道路の可能性と

しての国道４２５号の整備促進にも大きく寄与する一大プロジェクトであると考

えておりますので、誘致実現に向け、尾鷲商工会議所としっかりスクラムを組み、

全身全霊で取り組んでまいる所存であります。併せて、尾鷲港の整備促進、国道

４２５号の道路整備に向け体制をしっかり整え、要望活動を展開してまいります。 

 そうした意味においても、中部電力尾鷲三田火力発電所の広大な跡地の有効活

用を図り、「集客交流人口の拡大」と産業の振興による「雇用の創出」に結び付

けることで、地域活性化につなげていくために、私といたしましても、「不退転

の決意」で取り組んでまいる所存でありますので、皆様の御理解と御協力を切に

お願い申し上げる次第であります。 

 次に、子育て支援体制の充実についてであります。 

 本年度においては、子ども医療費助成を１８歳年度末まで拡大するなど、経済

的支援の充実を図ってまいりましたが、新年度においては、支援メニューの充実

・強化を図ってまいります。 

 具体的には、妊婦に対する支援の充実として、早産や胎児の低体重に影響を及

ぼすおそれのある妊婦の歯周病を予防するため、妊婦歯科検診の助成を開始しま

す。 

 また、２歳児までとその保護者を対象として、子供の育児相談や発達支援、必
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要に応じて早期から適切な療育につなげるためのフォローアップ教室を開始し、

乳幼児の子育て支援の充実を図ります。 

 さらに、子育て世帯にホームヘルパーを派遣する子育て世帯訪問支援事業を開

始し、家事や育児等に不安や負担を抱える家庭に対する支援を行います。 

 なお、「尾鷲市子ども・子育て支援事業計画・母子保健計画」について、新年

度が第２期の最終年度となることから、より質の高い教育・保育及び子ども・子

育て支援事業の提供を目指す、次期計画の策定に取り組んでまいります。 

 次に、保育施設の整備についてであります。 

 南輪内保育園については、少子化の影響が著しく、平成１５年度以降、園児数

が定員の２０人を下回る状態が続いており、本年度は園児数が９人となるなど、

民間での保育所運営が非常に困難な状況にあります。 

 輪内地域における保育園の存続は、九鬼町から梶賀町までの児童・生徒の教育

を担う賀田小学校及び輪内中学校の存続にも関わり、ひいては地域の存続にも影

響を及ぼしかねないことから、当地域に保育園、小学校、中学校までの一貫とし

た教育・保育環境を維持することは、市の重要な責務であると考えます。 

 また、地域における必要な保育の確保は、児童福祉法上、本来市が担うもので

あり、地域に代替えとなる施設がなく、著しい少子化により民間での運営が成立

しない状況の中、保育環境を存続させるためには、市直営による保育の確保が必

要であると強く考えております。 

 この状況から、これ以上先延ばしすることなく改善するため、令和７年度から

の市直営による保育の実施を目指し、その上で、地域における保育環境の存続に

最も効果的かつ効率的な方法として、新年度中に賀田小学校内に小規模保育施設

を整備し、学校及び教育委員会と連携しながら、輪内地域の未就学児に対する教

育・保育の確保と充実に努めてまいります。 

 次に、健康増進計画・自殺対策計画についてであります。 

 新年度から５か年を計画期間として策定した「第３次尾鷲市健康増進計画」に

つきましては、基本理念を「健やかで心豊かに過ごすことができる尾鷲市」とし、

がん・生活習慣病対策、メンタルヘルス対策、生活習慣の改善の三つの施策の柱

として掲げ、若い世代から健診の受診、食生活・運動習慣の改善及びうつ予防の

重要性について普及啓発に取り組んでまいります。 

 また、生活様式の多様化や人生１００年時代を踏まえ、各ライフステージに合

わせた視点を取り入れた健康づくりについても取組を進めてまいります。 
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 同じく、新年度からの５か年を計画期間として策定した「第２次尾鷲市自殺対

策計画」につきましては、基本理念に「誰も自殺に追い込まれることのない尾鷲

市」を掲げ、自殺リスクの高い人を早期に発見し、早期に対応していくため、問

題解決を図るための体制構築、ゲートキーパー養成講座などによる人材育成、自

殺予防に関する正しい知識の普及啓発や相談窓口の周知などに一層取り組んでま

いります。 

 次に、感染症対策についてであります。 

 まず、新型コロナワクチン予防接種については、特例臨時接種が本年度で終了

することに伴い、新年度からは一部自己負担が発生しますが、定期接種として、

６５歳以上の方及び６０から６４歳で、季節性インフルエンザ等の接種と同様、

心臓、腎臓などの機能に障害がある、おおむね障害程度等級１級に相当する方を

対象に実施いたします。 

 また、水ぼうそうのウイルスが原因で発症し、長引く痛みなどが生じ、日常生

活に支障が生じる場合があるなど、近年関心が高くなっている「帯状疱疹」につ

きましては、５０歳以上の方を対象にワクチン接種の助成を実施いたします。 

 このワクチンは、加齢とともに重症化リスクが高くなると言われ、帯状疱疹の

発症や重症化予防に大きな効果を発揮するもので、接種費用を２分の１程度助成

することにより、市民の皆様の経済的負担の軽減を図り、ワクチン接種を希望す

る人がより接種しやすくなるよう支援してまいります。 

 次に、尾鷲総合病院についてであります。 

 私は、「住みたいまち 住み続けたいまち おわせ」の実現のためには、尾鷲

総合病院はなくてはならない存在だと考えております。 

 令和４年度には医師不足となり、医療提供体制が非常に厳しい状況でありまし

たが、三重大学の各診療科の教授や三重県の御支援の下、令和５年度は幸治病院

長が新たに就任するとともに、内科、外科、整形外科の常勤医師を増員し、尾鷲

総合病院としての役割ができる医療提供体制を整えることができました。 

 そのため、何とか非常勤医師に頼っていた外来・救急医療においても、以前と

同様の対応ができる体制を整え、市民の皆様に御心配をおかけしていた救急にお

きましては、伊勢・松阪地区への管外搬送は減少し、尾鷲総合病院での受入れ患

者数も増えてきております。 

 一方、病院経営につきましては非常に厳しい状況が続き、令和６年度の当初予

算でも純損失を見込んでおります。患者数はコロナ禍前まで回復しておらず、今
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後はアフターコロナの中で、いかに収支バランスを考え、資金の減少を抑えてい

くことが重要と考えております。 

 そのためには、策定した経営強化プランにより持続可能な病院経営の在り方と

して、医療圏人口に見合った病床の規模の適正化や将来の医療需要を踏まえた医

療機能の分化・連携を図り、新規の医療機器の更新や施設設備の投資を抑制し、

費用を抑えて病院経営を維持することで、市民の皆様の健康と安全な暮らしを守

り、「地域になくてはならない病院」として、維持・存続に全力で取り組んでま

いります。 

 次に、高齢者保健福祉の推進についてであります。 

 本市の高齢化率は、本年１月末で４５.８％と、国の２９.０％や県の３０.５

％を大きく上回り、今後も人口減少とともに、高齢化率の上昇が見込まれます。 

 その中でも、特に支援を必要とする人が多くなる７５歳以上の割合は２８.６

％となっており、こうした方々が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最

期まで続けるためには、個人の状態やニーズに応じて既存サービスと組み合わせ

て利用できる生活支援をはじめとする地域の助け合いをより一層充実させること

が重要となってまいります。 

 また、こうした高齢化に加えて、高齢者を支える地域の担い手不足も一層深刻

化しています。 

 このような状況の中、生活支援体制整備事業を委託している尾鷲市社会福祉協

議会とともに、市民の皆様と様々な協議を重ねながら、地域全体で支え合う仕組

みづくりを進めてまいりました。 

 まずは、ボランティアの協力体制を築く必要があることから、社会福祉協議会

のボランティア養成講座等を通じて、市民の皆様に地域で支え合う活動に関心を

持っていただき、実際の活動につなげることができるよう取り組んでおります。 

 その結果、新たな住民ボランティアによる生活応援の仕組みが生まれ、現在、

「買物やごみ出し支援」などが行われています。 

 加えて、「買物支援」については、特に出張所管内からの要望が多いため、住

民ボランティアの皆様の協力を得ながら、社会福祉協議会が所有している車両を

活用した「買物支援バス」が運行されており、梶賀、曽根、古江地区に続き、先

月から新たに九鬼地区において実証運行が開始されているところでございます。 

 また、高齢化の進展に伴い、認知症高齢者の増加がさらに見込まれることから、

認知症の人やその家族を地域で支えていくための取組を進めており、その一つで
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ある「認知症カフェ」についても、認知症支え合いボランティア「こもれび」の

皆様が運営スタッフとして参加しています。 

 今後も、こうした住民同士の支え合いの活動を促進するとともに、民間事業者

との協働も踏まえ、高齢者の通いの場の充実や認知症施設の推進などを図りなが

ら、地域医療と介護の連携体制の強化などと併せて、高齢者の在宅生活を支える

体制の充実に努めてまいります。 

 なお、本市では、こうした背景を踏まえ、高齢者施策の指針となる「尾鷲市高

齢者保健福祉計画」の見直しを行い、新年度から３か年の計画を策定し、本定例

会に議案上程いたしております。 

 本計画では、七つの施策目標を掲げ、計画の基本理念である「いきいきと元気

に住み慣れた地域でずっと安心して暮らせるまちづくり」の実現に向け、高齢者

施策を展開し、本市にふさわしい地域包括ケアをより一層深化・推進してまいり

ます。 

 次に、障がい者福祉の推進についてであります。 

 障がい者施策の指針となる「第５期紀北地域障がい者福祉計画」及び「第６期

尾鷲市障がい福祉計画・第２期尾鷲市障がい児福祉計画」は、本年度で計画期間

が終了することから、関係機関などで構成される「紀北地域協議会」において意

見を聴取しながら、新年度から３か年の計画を策定し、本定例会に議案上程いた

しております。 

 この次期計画では、「ともに支え合い、ともに暮らすことのできる地域づくり」

を引き続き基本理念に掲げ、重点施策として「就労・雇用、経済的自立の支援、

地域生活への移行のための住まいの充実、途切れのない障がい児支援の充実」に

取り組み、障がい者が地域で自立した生活を継続していけるよう支援を行ってま

いります。 

 特に、紀北圏域の障がい児支援における長年の大きな課題となっておりました

地域の中核的な療育支援施設である「児童発達支援センター」の設置につきまし

ては、紀北町との協議により、紀北圏域の中間に位置する旧ふなつ幼稚園を整備

し、令和７年度から、まずは、児童発達支援事業の開始を目指しております。 

 この児童発達支援センターの設置により、この地域の療育体制の中核的な役割

を果たし、保育所等との連携を図ることで、地域で一体的な療育を実施すること

が可能となります。 

 また、運営については、この地域で療育に関する経験と実績のある「医療法人
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三慶会」が行うことで、専門スタッフによる質の高い療育が展開されることにな

ります。 

 このことから、この地域における子供たちがよりよい療育が受けられるよう、

引き続き紀北町及び関係機関、団体等と協議を重ねてまいります。 

 次に、生活保障の確保についてであります。 

 生活困窮者に向けた包括的な相談支援事業である自立相談支援事業を尾鷲市社

会福祉協議会に委託し、本市と連携しながら生活困窮者への支援を行っておりま

す。 

 生活困窮に至るには、病気や障害、家族等の問題が複雑に絡み合い、その解決

は非常に困難であります。このことから、医療機関や介護事業所等の関係機関と

連携し、問題を抱える生活困窮者に寄り添いながら、その問題を一つ一つ丁寧に

解決することで、生活改善に向けた支援を引き続き行ってまいります。 

 次に、都市基盤整備についてであります。 

 国土交通省と本市との連携事業として整備を進めております「国道４２号尾鷲

南パーキング」につきましては、２４時間使用可能なトイレ及び道路啓開室、小

型２２台分の駐車スペースの整備完了に伴い、昨年１１月から一部供用を開始し

ており、現在整備中の道路啓開基地としての防災倉庫及び大型車９台、小型車１

５台の駐車スペースの整備が完了次第、本格供用を開始する予定であります。 

 この施設につきましては、休憩や情報提供施設及び防災拠点としての機能はも

ちろんのこと、隣接する本市の借上げ地も含め、様々なイベントでの利用を計画

しており、今後、本市の集客交流の新たな起点となるよう様々な用途活用を検討

してまいります。 

 次に、墓地移転についてであります。 

 都市計画道路尾鷲港新田線事業に伴う折橋墓地移転につきましては、今月の小

原野墓園の竣工に伴い、新年度から約３か年の計画で、順次移転を開始いたしま

す。 

 新年度から小原野墓園へ移転を予定されている墓石管理者の方々を対象とした

補償契約の締結など、円滑に墓地移転が行われるよう、県や折橋墓地移転推進委

員会等の関係団体と連携して移転事業を進めてまいりたいと考えております。 

 今後も、引き続き移転対象者の皆様に御理解、御協力をいただきながら、県や

関係団体と連携し墓地移転の推進を図るとともに、良好な墓地環境の形成に向け

て鋭意取り組んでまいります。 
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 次に、「広域ごみ処理施設」の推進についてであります。 

 東紀州５市町で取り組んでおります「広域ごみ処理施設整備」につきましては、

さきの東紀州環境施設組合議会臨時会におきまして、「東紀州広域ごみ処理施設

整備・運営事業」に係る令和５年度から令和２９年度にわたる２５年間の債務負

担行為限度額２０４億５００万円が補正予算として計上され、可決されました。 

 この可決を受け、今後の予定として、令和６年７月に施設整備及び運営事業の

応募者へのヒアリングを実施し、令和６年９月に事業者が決定される見込みであ

ります。引き続き、東紀州環境施設組合の構成５市町が連携を密にし、令和１０

年４月の稼働に向け、全力で取り組んでまいります。 

 次に、防災対策についてであります。 

 元日に発生した令和６年能登半島地震を受け、今後発生が危惧される南海トラ

フ地震・巨大津波などの大災害に備える本市では、市民の生命と財産を守るため、

一層の緊張感を持って、引き続き防災・減災対策に取り組んでまいります。 

 本市の標語「津波は、逃げるが勝ち！」のとおり、巨大津波に対しては、迅速

な避難に尽きることから、これまでも実施しております「避難路の整備」に引き

続き取り組んでまいります。 

 また、発災時の応急対応及び復旧・復興に大きな力となる「自主防災組織」に

対しましても、「地域防災力推進補助金」などを有効に活用いただきながら、共

に本市の防災力の向上に努めてまいります。 

 そして、長年の懸案事項であります津波避難タワーの整備計画については、尾

鷲北エリアの「旧中京銀行尾鷲支店」、尾鷲南エリアの「旧矢浜保育園」への設

置を進めてまいります。 

 この避難タワーを整備することにより、避難に時間を要する方や逃げ遅れた方

が無事に避難することが可能となるため、大変減災効果の高い事業であるものと

確信しております。 

 また、南海トラフ巨大地震のおそれや線状降水帯による集中豪雨の発生が危惧

されている中、地域の安全安心を守るためには、地域住民の最も身近な存在であ

る自主防災会や消防団を中心として、地域における防災力を充実・強化すること

が極めて重要であります。 

 地域を守る中核的な組織である消防団につきましては、老朽化が進んでいる

「消火栓格納箱用ホース」を３か年で整備し、消防力の維持・向上に努めてまい

ります。 
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 そのような取組を通じて、市民の皆様一人一人が自然災害の危険性を改めて意

識していただき、災害に対する備えを整えておくことが、本市の防災力・減災力

の向上につながるものと確信しております。 

 今後においても、ソフト面、ハード面の両方の取組による防災文化の醸成を一

層推進し、安全で安心なまちづくりを進めてまいります。 

 次に、ゼロカーボンシティの取組についてであります。 

 本市では、令和４年３月に「尾鷲市ゼロカーボンシティ宣言」を行い、２０５

０年のカーボンニュートラルを目標に「脱炭素」と「教育」を柱として協定を結

んでいる企業、団体の皆様と共に取り組んでいるところでございます。 

 中でも、本市の第１次産業に新たな環境価値を収益により循環させる仕組みの

一環として、本市市有林での「Ｊ－クレジット」の創出に向けた手続を行ってい

ます。 

 現在の状況は、市有林のうち、スギ、ヒノキの「人工林」、約８１３ヘクター

ルに加え、昨年４月に新たに制度化された「天然林」での吸収についても、市有

林の中から約１,２２８ヘクタールの天然林を対象地とする「プロジェクト登録」

の審査が終わり、今年１月に登録完了したところです。 

 今後、その登録された対象地の森林成長量を算定するために、４年間に分割し

て現況調査・測量を行う計画としており、森林の成長量が認証された面積分から、

段階的に順次クレジットが発行されていくことになります。 

 今年の現況調査は現在既にスタートさせており、秋頃に本市初となる第１弾と

してのクレジットが発行される見込みとなっています。クレジットカードが発行

された後は、尾鷲市ゼロカーボンシティ宣言で協定を結んでいる企業を通して販

売し、環境価値による収益を見込んでいきます。 

 これらの財源を今後さらにＪ－クレジット創出のための森林測量調査や、昨年

本市のゼロカーボンシティの実現を推進するために設立された「一般社団法人Ｌ

ｏｃａｌＣｏｏｐ尾鷲」への負担金として、森林の価値を創出する新たな財源と

して活用してまいります。 

 一方、環境価値の世界的な動向として、２０２２年、カナダのモントリオール

で開催されたＣＯＰ１５第２部において、新たな国際目標として「２０３０年ま

でに生物多様性の損失を食い止め、反転させ、回復軌道に乗せる」という、いわ

ゆる「ネイチャーポジティブ」の方向性が示されました。このことで、日本の企

業においても、自然関連事項を記した財務諸表などの情報開示や、ネイチャーポ
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ジティブにつながる取組が求められるようになりました。 

 また、もう一つの国際的な枠組みとして、２０１０年に名古屋市で開催された

ＣＯＰ１０で発足した「ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ」国際パートナーシッ

プがあります。この国際パートナーシップは、農林水産業などを通じて二次的な

自然地域を形成する、日本の「里山」のよさを世界で広めていくために組織され

たもので、本市では、市内各沿岸部での「藻場再生」の取組や、九鬼町地内の市

有林「みんなの森」での生物多様性と林業の両立など、昨年末に国連大学を通じ

て申請いたしました。その結果、今月９日にその申請が無事承認され、本市の取

組は、国際的な専門機関からも高い評価をいただくことができました。 

 こうした国際的な評価を得たことで、企業が求められている「環境経営」につ

なげ、本市の目指す新しい１次産業の活性化、関係人口の増大、地方創生に対し、

企業との結びつきを高め、その取組に発展させていきたいと考えています。 

 次に、農業・関連産業の振興についてであります。 

 尾鷲市ゼロカーボンシティの実現に向けた取組と連動させながら環境負荷を軽

減し、持続可能な食料システムを構築していく「みどりの食料システム戦略」で

は、新たな農業振興の切り口として、令和４年度から「有機農業産地づくり緊急

対策事業」をスタートさせ、既に有機農産物のオーガニック市場への甘夏の試験

販売や学校給食での試験提供など、具体的な取組による成果も出始めております。 

 また、先月２０日に開催いたしました「第２回ファーマーズマルシェｉｎＯＷ

ＡＳＥ」では、「漁業と林業と有機農業のまち」としてネイチャーポジティブな

まちづくりを進めていくことを決意した「オーガニックビレッジ宣言」を県内の

自治体で初めて行いました。 

 環境への負荷を軽減する安全安心な農産物は、今後さらに注目を集めるものと

期待しており、新年度においても、オーガニック市場の中で価値づけできるよう

包括的に取り組んでまいります。 

 次に、今後ますます深刻化する農業の担い手不足についてであります。 

 本市では、現在「関係人口づくり」の観点から、有機農法など豊かな自然に囲

まれた環境を生かした農業体験をする取組を進めております。 

 本年度のこれまでの実績では、市内の二つの農業者にて３名ずつの短期農業体

験の募集をしたところ、大幅に超える１４名の応募があり、１次産業体験に対す

るニーズの多さを実感したものでございます。 

 このことも踏まえ、本市では、関係人口づくり、１次産業体験をさらに発展さ
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せるため、現在国の関係府省庁連絡会議にて集中的に協議され、国の「骨太方針

２０２３」にも位置づけられている経済・社会・環境の三つのバランスが取れた

社会を目指す「Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ」の考え方を本市の第１次産業に取り入れ

るため、特に、地域に焦点を当て行動を起こしている「一般社団法人日本ウェル

ビーイング推進協議会」と連携・協議を進めております。 

 まずは、試行的に来月１か月を期間とした「１次産業ワーケーション」として

の「甘夏収穫ワーケーション」を３月１日から実施いたします。この取組により、

甘夏収穫時など、本市の１次産業における人手不足解消にも期待でき、「関係人

口」としての企業と１次産業事業者の双方がよりよく関係をつくり上げ、課題解

決につなげる取組にしてまいりたいと考えております。 

 次に、林業・関連産業の振興についてであります。 

 国内の森林は、戦後の高度経済成長期に植栽されたスギやヒノキなどの人工林

が大きく育ち、木材として利用可能な時期を迎えようとしております。 

 しかしながら、現在の森林を取り巻く状況は、長期的な林業の低迷や森林所有

者の世代交代等による森林への関心の薄れから、間伐等の適切な管理が行われて

いない森林が増加しており、森林の多面的機能の低下に直結する深刻な状況とな

っております。 

 こうした中、適時適切に間伐等の施業を実施することが林業の成長産業化と森

林資源の適切な管理には不可欠であることから、現在本市におきましては、国か

ら交付されている森林環境税を活用し、個人所有の手入れが行われていない森林

の整備を進めているところであります。 

 新年度では、これまで所有者の意向調査などを行ってきた須賀利地区の間伐を

はじめ、三木里地区においても、測量、森林調査等の作業に着手してまいります。 

 本事業により、森林の持つ災害防止や地球温暖化防止などの多面的機能の維持

・増進を図るだけでなく、林業経営に適した森林については、意欲と能力のある

林業経営者へ経営管理をつなぐシステムを構築し、林業の持続的発展を目指して

まいります。 

 次に、獣害対策についてであります。 

 獣害対策につきましては、獣害パトロール員による活動や猟友会尾鷲支部の御

協力の下、捕獲による積極的な頭数管理や獣害柵の設置などの対策を継続して行

っております。 

 特に、ニホンザルについては、農作物や生活環境被害の問合せ、対策依頼が増
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加しており、その対策として、昨年から市内三つの群れに属するメスザルに「電

波発信機」を装着して群れに戻すことに成功し、現在三つの群れの行動範囲や頭

数調査を進めているところであります。これまでの追い払いに加えて、この電波

発信機による群れ単位での頭数管理についても取り組んでまいります。 

 また、昨年よりツキノワグマの目撃情報が多く寄せられていることから、昨日、

県や三重県警をはじめとした関係機関と連携し、ツキノワグマを想定した大型動

物が集落へ出没した際の迅速な対処についての訓練を実施いたしました。今後と

も、関係機関との連携強化、情報共有に努め、獣害対策を強化してまいります。 

 次に、水産業・関連産業の振興についてであります。 

 本市の漁業では、市の魚にも指定している「ブリ」の漁獲量が一番多く、近年、

特に増加傾向で推移しています。しかし、春にまとまって漁獲される尾鷲のブリ

は、「寒ブリ」と比較して流通する魚価が安いのが課題であります。 

 本市では、これまで「春ブリ」の身質がよいことの裏づけとなる体脂肪率を測

るなどの科学的調査や、「出世魚」であるブリの特徴を生かし、本市の新規採用

職員の入庁式や市内企業の入社式にてブリの贈呈を行い、「春ブリ」で祝う文化

の醸成を図り、ＰＲに努めてきました。 

 これから旬を迎える今シーズンでは、三重県定置漁業協会や三重外湾漁協、県

及び各関係市町と協議会を構成し、今シーズンの「春ブリ」の漁獲が始まったこ

とを全国にアピールするための「春ブリ宣言」を行いたいと考えております。こ

れらの取組を「春ブリキャンペーン」として展開し、「春ブリ」の付加価値向上、

魚価向上につなげていきたいと考えています。 

 もう一つの本市の漁業で重要な役割を担う養殖業では、この数年間で「マハタ」

の高水温等による疾病被害を低減させることが大きな課題となっています。 

 一昨年から、国の補助事業を活用して取り組んでいます「養殖魚健康増進事業」

では、養殖場の衛生管理を改善させるための取組や、よりよい飼育方法を洗い出

し、その普及を図ることで、疾病に強い魚体を飼育する「疾病対策マニュアル」

を策定し、それに基づく衛生管理体制の強化に取り組んでまいります。 

 「春ブリ」と「マハタ」については、本市の水産物の中でもとりわけ重要な魚

種であると認識しており、引き続き漁業者と共にＰＲ、マーケット開拓に尽力し

てまいります。 

 また、今月２日に九鬼町の水産物の魅力発信をミッションとした地域おこし協

力隊として着任した安藤範子さんが、東京を中心とした飲食業界に「九鬼の魚」
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を売り込んでいただいており、今後の展開に大きな期待を寄せているところでご

ざいます。 

 さらに、新年度では、これまで本市のヒロメやマガキの養殖試験に共同で取り

組んでいる大曽根地区において、生産量の増加や販路開拓等をミッションとした

地域おこし協力隊を登用し、ビジネス化を図ってまいります。 

 次に、商工振興についてであります。 

 数年に及ぶコロナ禍の影響から、市内経済は徐々に復調の兆しが見られてきて

いるものの、まだまだ地域経済の活性化が求められております。 

 本市には、地域の貴重な資源である、海や山の恵みからなる「食」をはじめと

する様々な地場産品があり、それら販路の拡大により、地域経済への波及効果が

あるものと捉えております。 

 このことから、令和４年度に発足した尾鷲商工会議所、金融機関、関係団体な

どで構成する「尾鷲市地域経済活性化協議会」において、引き続き事業者への伴

走型による新商品の開発、既存商品の磨き上げを実践し、ウェブ商談会やスーパ

ーマーケットトレードショーへの出展により、本市の地場産品の販路拡大につな

げてまいります。 

 また、中学生や高校生及び保護者を含めた市民の皆様に「地元企業に対するイ

メージ」を向上させるとともに、学生と企業の情報交換の場を創出し、学生によ

る企業ＰＲや地域内への雇用の充実・拡大を図るためのプロモーション事業に取

り組んでまいります。 

 加えて、地元の高校生や他地域の大学生や高校生などとの連携により、本市の

魅力や地域資源の掘り起こしを行い、関係人口を増加させ、地域経済の活性化に

つなげてまいります。 

 さらに、２０２５年に開催予定の大阪万博の機会を活用し、デジタルマップ事

業を実施し、市内の飲食店や宿泊施設などをカテゴリーごとに分類し、市内周遊

を促進するためのパスポートを作成するなど、本市への来訪者の「滞在時間の増

加、再来訪の機会」を創出する取組を進めてまいります。 

 次に、みえ尾鷲海洋深層水事業についてであります。 

 本年度は、多方面への積極的な情報発信やアクアステーションでの毎月のイベ

ント開催により、市内外へのＰＲにつながり、事業者や一般家庭での海洋深層水

の利用増加にもつながってきております。 

 また、通信販売事業におきましては、マリンアクアリウムでの利用だけではな
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く、温熱・温浴などでも御活用いただいており、御利用に際しては、リピート率

も高い結果となっております。 

 今後も、海洋深層水を取水している全国の市町や利用していただいている事業

者の方々の情報交換を行い、海洋深層水ならではの特徴を生かしながら、新しい

顧客の獲得により知名度の向上を図り、本地域の産業の活性化に取り組んでまい

ります。 

 次に、観光振興についてであります。 

 コロナ禍から徐々に観光客が増加している中、本市への集客交流人口の拡大に

向けては、市内の魅力ある観光資源について、情報の充実が今後さらに求められ

ており、ホームページやＳＮＳを中心とした情報発信を一層強化し、誘客の増加

へつなげていく必要があります。 

 そこで、「休日おわせ」を継続して実施することで、本市への来訪のきっかけ

としてまいります。 

 また、今年は記念すべき市制施行７０周年に当たり、本市の４大イベントを記

念大会として実施するだけではなく、様々な記念イベントも計画しております。 

 まず、尾鷲の夏の風物詩である「おわせ港まつり」につきましては、昨年、残

念ながら雨などの影響によりプログラムの途中で中断となりました打上げ花火も、

本年開催の「おわせ港まつり」で特別枠を設け、打ち上げることとしております。 

 また、ふるさと納税者の来訪を含めた市外からのお客様をお迎えし、市民とと

もに踊る「尾鷲節パレード」を復活させるなど、一層の盛り上がりとなるよう、

大会関係者の皆様とともに取り組んでまいります。 

 次に、秋のイベントとして開催する「全国尾鷲節コンクール」、「おわせ海・

山ツーデーウォーク」及び「尾鷲磯釣大会」におきましても、毎年参加を楽しみ

にしていただいている皆様の期待にお応えできるようおもてなしを充実し、大会

の魅力アップと満足度向上につなげてまいります。 

 また、「世界遺産熊野古道」におきましても、本年は世界遺産登録２０周年と

いう記念すべき年を迎えます。 

 本年７月上旬には、熊野古道センターにてオープニング式典の開催が予定され

ており、同日開催事業として、児童を対象とした「スカイランタンフェスティバ

ル」を実施するほか、１０月には熊野古道に関する有識者による「記念講話」と

市民を対象とした体験型見学会「エクスカーションツアー」を実施いたします。 

 このような記念事業に取り組むほか、熊野古道に関連する地域資源を改めて見
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直すとともに、文化的景観を維持するための保全活動にも取り組みながら、市指

定文化財への登録、国指定文化財への指定を目指すための機運を高めてまいりた

いと考えております。 

 次に、ふるさと納税事業についてであります。 

 私は、市長就任時から本事業を主要施策として推進してきており、その結果、

全国の寄附者の皆様から寄せられた応援寄附金は総額２０億円に達し、延べ１４

万人を超える方々からの応援をいただいております。このことから、市内８０の

返礼品出品事業者並びに関係機関の皆様の御協力を賜り達成できましたことを、

改めてこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

 ふるさと納税事業は、返礼品の魅力発信や商工振興のみならず、さらに尾鷲を

知っていただくきっかけづくりのツールだと考え、この地域と多様に関わる「ふ

るさと納税からつながる関係人口づくり」を進めてまいりました。 

 その取組の一つとして、前年度に御寄附をいただいた方々の中から毎年抽せん

で「おわせ港まつり」へ招待し、花火特別観覧席を設ける「おわせ港まつりへ行

こう」を、新年度は７００人を招待します。そして、返礼品を通じて尾鷲を知っ

ていただいた寄附者の皆様に、より深く尾鷲の歴史と文化を知っていただくため、

市民の皆様と寄附者の皆様が共に尾鷲節を踊り、市制７０周年を祝っていただき、

関係人口を創出する「尾鷲節パレード」を復活させたいと考えております。 

 これからも「ふるさと納税からつながる関係人口づくり」のイベントを継続的

に行うとともに、御寄附いただいた皆様に、寄附金の使途を丁寧に報告しながら、

「尾鷲市ふるさと納税事業」を推進してまいります。 

 次に、教育施策の推進についてであります。 

 本市の教育施策は、その方向性を示した「尾鷲市教育大綱及び尾鷲市教育ビジ

ョン」に基づき、各校において教育施策の推進及び学校運営を実施しております。

その基本理念である「未来を拓き、次代のおわせを担う人財の育成」を推進する

ため、学力の向上はもとより、ふるさと学習やキャリア教育の推進など、それぞ

れの地域の特性を生かし、時代の潮流を捉えた事業を実施しております。 

 一方で、「尾鷲市学力向上推進協議会」においても、保護者、地域、学校が一

体となり、子供たちの学習習慣及び生活習慣の向上に懸命に取り組んでおります。 

 その結果、今年度の全国学力・学習状況調査では、全国平均には至ってないも

のの、児童・生徒の学習習慣が大きく改善し、小・中学校共に、いずれの教科も

正答率の上昇につながっております。 
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 また、自尊感情、学校への満足度、規範意識などを問う質問に対しても、肯定

的な回答をした子供の割合は県平均を上回り、学力だけでははかり切れない成長

を遂げているものと思われます。 

 新年度におきましても、「未来を拓き、次代のおわせを担う人財の育成」を念

頭に、今年度得られた成果や課題を明らかにし、学校、地域、保護者と連携して、

次なる教育施策の成果につなげてまいりたいと考えております。 

 次に、学校給食に係る「給食費の無償化」についてであります。 

 学校給食は、子供たちの心身の健全な発達や、食育を通して「食」の正しい理

解と判断力を養うことを目的に提供しております。 

 本市では、昨年４月の尾鷲市学校給食センター運用開始に伴い、念願でありま

した尾鷲中学校でも給食を開始し、全ての小中学校で給食を提供することができ

ました。 

 本事業のアフターフォローアンケートでは、生徒からは「温かい御飯が食べら

れてうれしい」、保護者からは「家事が軽減されて時間に余裕ができた」などの

回答をいただき、本事業の目的が達成され、有益であったものと実感しておりま

す。 

 併せて、物価高騰により大きく影響を受けた保護者の負担軽減などを目的に、

子育て支援施策として、５月から全児童・生徒を対象に「給食費の無償化」を実

施したところでございます。 

 新年度におきましても、引き続き「給食費の無償化」を継続することとし、そ

の財源の一部に「みえ子ども・子育て応援総合補助金」などを活用し、「住みた

いまち 住み続けたいまち おわせ」の実現に向け、子育て支援施策の充実を図

ってまいります。 

 次に、生涯学習の推進についてであります。 

 本市では、第２次尾鷲市教育ビジョンに掲げる「誰もがいつまでも健康で、学

び、活躍し続けることができる環境づくり」を基本方針に、社会教育団体の活動

支援や中央公民館を中心とした講座及びサークル活動支援などの事業を展開して

おります。 

 本年度は、新たにスマートフォンやＳＮＳを学ぶ講座や仕事帰りに参加できる

夜間のヨガ教室、また、市の文化財について学ぶ市民大学などを開講し、市民の

皆様に多数参加いただいており、今後も多様な生涯学習機会の提供を継続してま

いります。 
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 また、県の補助金を活用し、次代を担う小学生を対象として実施している放課

後子ども教室「いきいき尾鷲っ子」についても、様々な体験講座を通じて、子供

たちの安全で健やかな居場所づくりに努めてまいります。 

 さらに、子育て世帯を対象とした地域の事業者やボランティア、子育て支援団

体等と連携して実施している「子育てＨＡＰＰＹＤＡＹ」についても、継続して

開催するとともに、本市における「子育ての魅力」を発信してまいります。 

 今後も、人生１００年時代にふさわしい「多種多様な学習機会」を提供してい

くため、新たな講座等の実施や、子供たちが「自ら考える力や豊かな心を育む機

会」の充実に取り組み、さらなる生涯学習の充実を推進してまいります。 

 次に、国市浜公園整備事業の推進についてであります。 

 東紀州５市町で進められております現市営野球場への「広域ごみ処理施設」の

整備に伴う代替球場及び避難施設整備を含む「国市浜公園整備事業」につきまし

ては、国の社会資本整備総合交付金の活用を図りながら鋭意取り組みを進めてい

るところであります。 

 国市浜公園整備に係る野球場の実施設計等につきましては、昨年の１１月及び

今月に開催された行政常任委員会において報告させていただいたところではあり

ますが、先月から国市浜公園野球場造成工事に着手し、来月末での完成を目指し

ております。 

 今後の野球場整備スケジュールといたしましては、野球場の建設については、

令和６年度・７年度の２か年での工事完了を予定しております。また、避難路整

備につきましては、本年度実施の「避難路整備概略検討」を踏まえ、令和６年度

に避難路整備の調査、設計、積算を行い、７年度に避難路建設工事を予定してお

ります。 

 今後も、野球関係者をはじめ、関連する団体の皆様の御意見をお聞きしながら、

よりよい施設整備を目指してまいりたいと考えております。 

 なお、本事業に広域ごみ処理施設整備を進める上で必要な施設整備であり、ま

た、東紀州地域におけるスポーツ振興を通じた集客交流人口の拡大につなげるた

めの取組でもあります。今後も引き続き国等の御支援をいただきながら整備を進

めてまいりますので、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 次に、体育文化会館及び中央公民館の耐震・長寿命化の対策についてでありま

す。 

 これまで体育文化会館及び中央公民館の耐震・長寿命化事業につきましては、
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庁舎別館も同様の課題を抱えており、改修工事に併せて両施設へ庁舎別館機能の

集約・複合化を行っていくことを目指しており、現在、発注者支援業務委託によ

り新年度の設計業務の発注に向けた準備を進めているところであります。 

 今後につきましては、令和６年度に設計業務の実施、令和７年度から体育文化

会館及び中央公民館の耐震・長寿命化の改修工事を行い、令和８年度中の完成を

目指したく、本定例会にてプロポーザル方式による設計業務委託に係る予算を計

上いたしております。 

 市民の皆様へ快適なスポーツ環境や多様な生涯学習の機会を提供し、教養と健

康づくりを推進するため、安全で安心して生き生きと学び、活動を続けられる拠

点施設を整備してまいりますので、工事完成までの間、御不便をおかけいたしま

すが、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 次に、ＤＸの推進についてであります。 

 社会全体のデジタル・トランスフォーメーション、いわゆる「ＤＸ」が全国的

に進む中で、本市のＤＸに関する取組は、スタートラインに立った状況でありま

す。 

 このような認識から、よりスピード感を持って具体的に進めていくため、本年

度より政策調整課にデジタル推進係を設置し、本市の目指すＤＸの方向性を明確

にするため、「デジタル推進の基本方針と実施計画」を本年４月からのスタート

に向け策定を進めております。 

 この基本方針の中で描く本市が目指すＤＸは、「住みたいまち 住み続けたい

まち おわせ」を実現させるために、デジタル化の恩恵を望む方や、子育て世代、

介護を支える世代などの負担を減らし、それらの方の支援となるものでなければ

なりません。また同時に、デジタル化を望まない方やデジタルに不慣れな方など

にも対応できるようなサービスを提供するとともに、今までどおり窓口サービス

を受けられるだけでなく、支援の必要な方にはよりきめ細やかに対応できるよう

にするためのものでなければならないと考えております。 

 これらのことを本市のＤＸ推進の考え方の中心に置きながら、基本方針に「市

民サービス向上のためのＤＸ」と「行政の効率化のためのＤＸ」という二つの柱

を設定し、行政サービスを利用する市民の皆様にも、その業務を行う職員にもメ

リットのある形で進めてまいりたいと考えております。 

 そして、これらの取組の上で、市民の皆様が普段感じている行政サービスを受

ける上での煩わしさの解消やデータに基づく政策立案など、市役所全体の最適化
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を見据えながら、地域課題の解決や新しいサービス・価値の提供につなげてまい

りたいと考えております。 

議長（仲明議員） ここで暫時休憩といたします。再開は１１時１５分といたします。 

〔休憩 午前１１時０２分〕 

〔再開 午前１１時１３分〕 

議長（仲明議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 市長のほうから引き続き提案理由の説明をお願いいたします。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） 続きまして、今回提案しております議案等について説明いたし

ます。 

 議案書の表紙の次のページを御覧ください。 

 このページは提出議案の目次となっております。 

 本定例会の提出案件は、議案第２号から報告第２号までの２７件であります。

その内訳といたしましては、条例の制定及び一部改正が９件、予算関連が１０件、

その他が６件、諮問１件、報告が１件であります。 

 それでは、各議案等について説明いたします。 

 １ページを御覧ください。 

 議案第２号「尾鷲市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定に

ついて」につきましては、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」

に規定されている地方公共団体の責務に基づき本市のデジタル化を推進し、申請、

届出等の行政手続について、オンラインによる手続を可能とするため、条例を制

定するものであります。 

 次に、７ページを御覧ください。 

 議案第３号「尾鷲市監査委員条例の一部改正について」につきましては、地方

自治法の一部を改正する法律が令和６年４月１日に施行されることに伴い法律の

引用する条項を改正するため、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、９ページを御覧ください。 

 議案第４号「尾鷲市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部改正について」につきましては、「行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律」による特定の事務を処理するために必要な特定

個人情報を照会できる者の表が廃止されたことから、条例の一部を改正するもの
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であります。 

 次に、１１ページを御覧ください。 

 議案第５号「市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正について」につ

きましては、本市の厳しい財政状況を鑑み、副市長の給与について減額措置を講

じておりますが、本定例会にて提出しております副市長の選任議案に併せ、減額

期間を新たな任期に改めるため、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、１３ページを御覧ください。 

 議案第６号「尾鷲市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部

改正について」につきましては、人事院勧告に伴う給料表の水準の引上げ及び地

方自治法の改正に伴い会計年度任用職員にも勤勉手当が支給することができるよ

うになったことから関係する条項を改めるため、条例の一部を改正するものであ

ります。 

 次に、３５ページを御覧ください。 

 議案第７号「尾鷲市漁港管理条例の一部改正について」につきましては、法律

名の変更及び新たに創設された「漁港施設等活用事業制度」により、漁港管理者

から認定を受けた漁港施設等活用事業を実施する者に漁港施設の貸付け、水面等

の長期占有等を可能とするため、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、３７ページを御覧ください。 

 議案第８号「尾鷲市空家等及び空地の適正管理に関する条例の一部改正につい

て」につきましては、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により、特定

空家等になるおそれのある管理不全空き家等に関する規定が創設されたことから、

関係する条項の改正と条文の整理を行うため、条例の一部を改正するものであり

ます。 

 次に、３９ページを御覧ください。 

 議案第９号「尾鷲市病院事業の設置等に関する条例の一部改正について」につ

きましては、三重県地域医療構想において東紀州の必要病床数が示され、本病院

として病床利用率の低い現状と、将来の医療需要及び病床機能に応じた病床数と

して一般病床を１９９床から１４３床とするため、条例の一部を改正するもので

あります。 

 次に、４１ページを御覧ください。 

 議案第１０号「尾鷲市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」につ

きましては、国家公務員の俸給月額や地方公務員の補償制度等を参考に非常勤消
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防団員等に関する損害補償の額や内容が定められることから、国家公務員の俸給

月額が改定されたことに伴い補償基準額の改正を行うため、条例の一部を改正す

るものであります。 

 次に、４３ページを御覧ください。 

 議案第１１号「令和６年度尾鷲市一般会計予算の議決について」から、５２ペ

ージの議案第２０号「令和５年度尾鷲市水道事業会計補正予算（第２号）の議決

について」までの１０議案について、一括して説明いたします。 

 本市の財政状況は、令和４年度決算における経常収支比率が９５.０％と、財

政構造は依然として硬直化状態にあるものの、一方で、国が定める健全化判断比

率においては、いずれの数値も早期健全化基準を下回っているほか、財政健全化

の取組を着実に進めてきたことや地方交付税の増額、ふるさと応援寄附金の増加

などにより、令和４年度末の財政調整基金残高は約２１億２,１００万円となり、

これは近年でも最も減少した平成３０年度末と比較して約１３億９,５００万円

増加したことになります。 

 また、地方債残高についても、令和４年度末で約８９億５,８００万円となり、

平成２７年度末の約１１０億７,１００万円から２１億１,３００万円減少してお

ります。これらのことから、本市の財政状況は、ここ数年で一定の改善が進み、

現状においては、比較的健全な状態であると判断しているところであります。 

 なお、ふるさと応援寄附金につきましては、令和４年度まで年々増加しており、

本年度においても、前年度実績と同程度の収入見込みとなっており、このような

本市を応援してくださる皆様の気持ちに誠実にお応えすべく、おわせの絆で結ば

れた方々とともに、よりよいまちづくりに取り組んでいく所存であります。 

 本予算につきましては、津波避難タワー整備事業をはじめとする防災・減災対

策や、結婚から妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援施策、体育文化会館

や中央公民館等の老朽化した公共施設への対応、地域コミュニティの充実や脱炭

素社会に向けた取組、また、スポーツ振興を通じた集客交流人口の増加等を目的

とした多目的スポーツフィールド整備事業などを含め、本市における様々な地域

課題や多様化する住民ニーズに対応し、市民一人一人の生活の質をより一層高め

ることで、まちの将来像「住みたいまち 住み続けたいまち おわせ」を実現す

るための取組をさらに推進していくものであります。 

 それでは、令和６年度当初予算について説明いたします。 

 お手元に配付の「令和６年度当初予算主要事項説明」の１ページを御覧くださ
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い。 

 当初予算の規模は、一般会計で対前年度比７.３％増の１０７億４,９１３万３,

０００円、特別会計の国民健康保険事業会計は５.４％増の２１億９,７８１万円、

後期高齢者医療事業会計は４.６％増の７億１,１５８万円、企業会計においては、

病院事業会計で１.８％減の５１億１,５７４万３,０００円、水道事業会計で１

３.８％増の９億７,７１０万７,０００円、各会計を合わせた予算総額を対前年

度比４.８％増の１９７億５,１３７万３,０００円とするものであります。 

 次に、一般会計歳入予算の主なものについて説明いたします。 

 ２ページを御覧ください。 

 １款市税については、個人住民税の定額減税等により市税全体として対前年度

比４.４％減の１７億７,５７３万２,０００円を計上しております。 

 ２款地方譲与税については、森林環境税の増額により９.８％増の９,２８９万

２,０００円を計上しております。 

 ３款利子割交付金から８款環境性能割交付金までは、過去の歳入実績等を勘案

しそれぞれ計上したものであります。 

 ９款地方特例交付金については、個人住民税の定額減税による減収額が補塡さ

れることなどにより、５,８４０万円増の６,４９０万円を計上しております。 

 １０款地方交付税については、令和５年度の交付実績等を踏まえ、普通交付税

で１億４,９００万円の増額、特別交付税では７,０００万円の増額を見込み、地

方交付税総額で５.４％増の４２億５,９００万円を計上しております。 

 １２款分担金及び負担金は、市営野球場解体工事負担金９,２５０万円の皆増

などにより、１１２.８％増の１億４,８７２万１,０００円を計上しております。 

 １３款使用料及び手数料は、０.１％減の１億９５２万８,０００円、１４款国

庫支出金は、国市浜公園野球場建設工事に係る社会資本整備総合交付金２億５,

０５０万円の皆増などにより、２６.８％増の１２億６,８３１万９,０００円を

計上しております。 

 １５款県支出金は、みえ子ども・子育て応援総合補助金２,４００万円の増額

などにより、８.３％増の６億７８万２,０００円を計上しております。 

 １６款財産収入は、立木売払い収入１０７万５,０００円の増額などにより、

１０.４％増の１,８４５万２,０００円、１７款寄附金は、ふるさと応援寄附金

を前年度と同額の４億円と見込み計上しております。 

 １８款繰入金、財政調整基金繰入金３億７,８１６万４,０００円、ふるさと応



－２９－ 

援基金繰入金３億５,４４２万１,０００円など、４.１％増の７億９,２５０万７,

０００円を計上しております。 

 ２０款諸収入は、折橋墓地移転事業に伴う補償金１億６,５１２万９,０００円

の減額などにより、４９.８％減の１億４,１９９万９,０００円を計上しており

ます。 

 ２１款市債は、多目的スポーツフィールド整備事業債２億３,７７０万円の皆

増などにより、６５.９％増の６億１,２３０万円を計上しております。 

 次に、一般会計歳出予算の主なものについて説明いたします。 

 ４ページを御覧ください。 

 人件費、扶助費、公債費の義務的経費につきましては、対前年度比１.６％減

の４４億８,０１０万５,０００円となっております。 

 まず、人件費は、主に職員退職手当の増加などにより、２.８％増の１６億７,

７１７万円を計上しております。 

 扶助費は、医療扶助費の減少などにより、０.７％減の１８億２,４９３万６,

０００円を計上しております。 

 公債費は、９.７％減の９億７,７９９万９,０００円を計上しております。 

 次に、その他の経費のうち、物件費は、市営野球場解体工事請負費９,２５０

万円の皆増などにより、７.６％増の１９億５,８２６万５,０００円を計上して

おります。 

 補助費等は、児童・生徒学校給食費給付金３,８２８万９,０００円の皆増に加

え、東紀州環境施設組合や三重紀北消防組合等への負担金の増額などにより、１

３.８％増の１５億８,５６０万５,０００円を計上しております。 

 積立金は、森林環境税基金積立金２,３６４万６,０００円の皆増により、９.

９％増の２億６,３６４万６,０００円を計上しております。 

 繰出金は、紀北広域連合負担金４,２５８万３,０００円の増額などにより、３.

７％増の１２億２４６万１,０００円を計上しております。 

 次に、投資的経費についてであります。 

 普通建設事業費は、補助事業費で多目的スポーツフィールド整備事業５億２,

８４０万円の増額などにより７億３,７１０万３,０００円を計上、単独事業費で

墓地移転事業費１億４,５６６万５,０００円の減額などにより、３３.６％減の

３億８,０９１万１,０００円を計上し、総額で５４.０％増の１１億８,００１万

４,０００円を計上しております。 



－３０－ 

 続きまして、債務負担行為について説明いたします。 

 １９ページを御覧ください。 

 ペーパーレス会議システム利用料をはじめ１１件について、債務負担行為を設

定するものであり、それぞれの期間及び限度額については、表のとおりでありま

す。 

 なお、下段にあります「国市浜公園野球場建設工事監理等業務委託」及び「国

市浜公園野球場建設工事」につきましては、事業実施が令和７年度に及ぶことか

ら、記載のとおり債務負担行為を設定するものであります。 

 続きまして、特別会計について説明いたします。 

 ２０ページを御覧ください。 

 国民健康保険事業特別会計につきましては、保険給付費の増加見込などにより、

対前年度比５.４％増の２１億９,７８１万円を計上しております。 

 ２１ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計につきましては、広域連合負担金の増額などによ

り、４.６％増の７億１,１５８万円を計上しております。 

 続きまして、企業会計について説明いたします。 

 ２２ページを御覧ください。 

 病院事業会計につきましては、収益的収入及び支出の収入で４２億４,３８２

万５,０００円、支出で４４億６,６６４万８,０００円を計上しております。 

 資本的収入及び支出では、収入で３億９,２４２万７,０００円、支出で６億４,

９０９万５,０００円を計上しており、資本的収入額が資本的支出額に対して不

足する額２億５,６６６万８,０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額１８万６,０００円並びに過年度分損益勘定留保資金２億５,６４８万

２,０００円で補塡するものであります。 

 続きまして、債務負担行為について説明いたします。 

 学資貸与金は、期間を令和７年度から令和１０年度まで、限度額を１,７４０

万円とするものであります。 

 また、薬剤師奨学金返還支援助成貸付金は、期間を令和７年度から貸付対象奨

学金の返還が満了する日または貸付総額が５４０万円に達するいずれか早い日ま

でとし、限度額を１,０８０万円とするものであります。 

 ２３ページを御覧ください。 

 水道事業会計につきましては、収益的収入及び支出の収入では５億９,０８４
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万３,０００円、支出で５億１,９４８万円を計上しております。 

 資本的収入及び支出では、収入で１億２,４６３万６,０００円、支出で３億８,

６２６万４,０００円を計上し、資本的収入額が資本的支出に対して不足する額

２億６,１６２万８,０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額並びに当年度分損益勘定留保資金等で補塡するものであります。 

 続きまして、令和５年度補正予算について説明いたします。 

 お手元に配付の「令和５年度一般会計補正予算（第９号）主要事項説明」の１

ページを御覧ください。 

 今回の補正予算計上額は、予算集計表のとおり、一般会計で１億９５７万８,

０００円を追加、国民健康保険事業会計で２,１４９万円を追加、後期高齢者医

療事業会計で２,５５５万９,０００円を追加、また、病院事業会計では、歳入で

２,２７０万円、歳出で２,４６４万６,０００円をそれぞれ減額、水道事業会計

では、歳入で３,１９０万４,０００円、歳出で３,３２７万円をそれぞれ減額し、

これにより各会計を合わせた予算総額を２０６億７,９４３万２,０００円とする

ものであります。 

 まず、一般会計から説明いたします。 

 ２ページを御覧ください。 

 歳入の主なものについて説明いたします。 

 １款市税、８,０４３万３,０００円の増額は、市民税及び固定資産税等におい

て調定額が当初の見込みを上回ったことなどによるものであります。 

 １０款地方交付税、６,０７７万９,０００円の増額は、国の補正予算に基づく

普通交付税の追加交付があったことによるものであります。 

 １２款分担金及び負担金、４３２万６,０００円の減額は、保育所入所者が見

込みを下回ったことなどによる保育所入所保護者負担金６２１万円の減額などに

よるものであります。 

 １４款国庫支出金、４,２２１万１,０００円の減額は、対象者が見込みを下回

ったことによる児童手当交付金１,０３２万５,０００円の減額、事業費の減額に

よる道路メンテナンス事業補助金１,４８１万２,０００円の減額などによるもの

であります。 

 １５款県支出金、１,６６０万８,０００円の減額は、三重県議会議員選挙執行

委託金７４５万４,０００円の減額、補助額の確定による地籍調査補助金７１１

万１,０００円の減額などによるものであります。 
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 １６款財産収入、３０７万５,０００円の増額は、立木売払い収入２４３万４,

０００円の増額によるものであります。 

 １８款繰入金、２,６６９万７,０００円の増額は、前年度の精算に伴う後期高

齢者医療事業会計繰入金３,５１３万９,０００円の増額などによるものでありま

す。 

 ２０款諸収入、１,５２９万１,０００円の減額は、折橋墓地移転事業に伴う補

償金１,５２６万２,０００円の減額などによるものであります。 

 ２１款市債、１,６８０万円の増額は、過疎対策事業債ソフト分の配分額が１,

７３０万円増加したこと等によるものであります。 

 次に歳出であります。 

 ３ページを御覧ください。 

 各款別の補正額は、一覧表に記載のとおりであります。 

 内容につきましては、事業費の確定等に伴う減額補正がほとんどであり、主に

増加したものについて説明させていただきます。 

 ４ページを御覧ください。 

 各款共通の人件費のうち、一般職で三重県議会議員選挙無投票となったことに

よる時間外勤務手当の減額等により、職員手当５０９万３,０００円の減額であ

ります。 

 総務費の財産管理費では、基金積立金の主なものとして、財政調整基金に２億

７,５１１万２,０００円、普通交付税の追加交付等により減債基金に２,４９６

万７,０００円、事業費の減額に伴い森林環境税基金に２４４万４,０００円をそ

れぞれ積み立てるものであります。 

 戸籍住民基本台帳費では、国庫補助事業の前倒しにより、個人番号関係戸籍シ

ステム改修業務委託料１３８万２,０００円の増額であります。 

 民生費の社会福祉総務費では、保険基盤安定繰出金等の額の確定により、国民

健康保険事業特別会計繰出金４６６万３,０００円の増額であります。 

 自立支援給付事業では、障がい者相談支援事業が消費税の課税対象であると国

から示されたことに伴い、令和５年度の委託料を１９２万６,０００円増額し、

過年度の委託料に係る未払い消費税分補助金６９５万円を追加するものでありま

す。 

 ６ページを御覧ください。 

 商工費の観光費では、夢古道おわせ助成金２８６万８,０００円の追加であり
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ます。 

 土木費の街路事業費では、県事業の前倒しにより、街路事業地元負担金２,１

００万円の増額であります。 

 続きまして、繰越明許費について説明いたします。 

 ８ページを御覧ください。 

 ７件の繰越明許費につきましては、個人番号関係住民基本台帳システム改修業

務をはじめ、それぞれ年度内での事業実施が困難であるため、繰越事業として実

施するものであります。 

 次に、債務負担行為補正について説明いたします。 

 変更６件につきましては、入札による額の確定等により、限度額を変更するも

のであります。 

 続きまして、特別会計について説明いたします。 

 ９ページを御覧ください。 

 国民健康保険事業特別会計につきましては、２,１４９万円を追加し、歳入歳

出予算総額を２１億８,８６７万４,０００円とするものであります。 

 歳入では、保険給付費の増加見込み等に伴う県支出金１,８７２万６,０００円

の増額、保険基盤安定繰入金等の増加に伴う繰入金４６６万３,０００円の増額

が主なものであります。 

 歳出では、療養給付費等の増加見込みによる保険給付費１,９３２万２,０００

円の増額、財政調整基金積立金３４８万８,０００円の増額が主なものでありま

す。 

 次に、１０ページを御覧ください。 

 後期高齢者医療事業特別会計は、２,５５５万９,０００円を追加し、歳入歳出

予算総額を７億１,２９０万９,０００円とするものであります。 

 歳入では、後期高齢者医療保険料３１０万６,０００円の減額、保険基盤安定

繰入金等の確定に伴う繰入金６４７万４,０００円の減額、療養給付費市町負担

金の前年度精算に伴う諸収入３,５１３万９,０００円の増額であります。 

 歳出では、広域連合負担金９５８万円の減額、諸支出金は療養給付費市町負担

金の前年度精算金３,５１３万９,０００円を一般会計に繰り出すものであります。 

 続きまして、企業会計について説明いたします。 

 １１ページを御覧ください。 

 病院事業会計補正予算につきましては、収益的収入及び支出のうち、支出では、
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医業外費用において器械備品購入費の減額に伴う控除対象外消費税の減額により、

１９５万１,０００円を減額するものであります。 

 資本的収入及び支出の収入では、医療機器整備事業債の減額により、企業債２,

２７０万円を減額するものであります。 

 支出では、入札による医療機器購入費の減額等により、建設改良費２,２６９

万５,０００円を減額するものであります。 

 続きまして、１２ページを御覧ください。 

 水道事業会計補正予算につきましては、収益的収入及び支出の収入では、営業

収益の公園及び墓地等無収給水使用量に対する一般会計負担金の減額により１８

万４,０００円減額するものであります。 

 営業外収益は、企業債の借入額確定に伴う簡易水道企業債利子に対する一般会

計補助金２万７,０００円の増額、貸倒予定額の減少に伴う貸倒引当金戻入益１

万８,０００円の増額により、４万５,０００円を増額するものであります。 

 支出では、営業費用が額の確定による委託料等の減額により、２６６万２,０

００円の減額、営業外費用は、営業費用の減額等に伴う仮払消費税額の減額によ

る消費税納付額の増額等により、３３９万２,０００円を増額するものでありま

す。 

 資本的収入及び支出の収入では、布設替え工事に際し交換する消火栓設置費用

に対する一般会計負担金及び建設改良費の減額に伴う企業債のそれぞれの減額に

より、３,１７６万５,０００円を減額するものであります。 

 支出では、建設改良費の工事費等の確定により３,４００万円を減額するもの

であります。 

 次に、議案書に戻りまして５３ページを御覧ください。 

 議案第２１号「尾鷲市高齢者保健福祉計画について」につきましては、本市の

高齢者の方が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるこ

とを目的とした老人福祉法に基づき策定する計画であり、尾鷲市議会基本条例第

９条第４号の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、５４ページを御覧ください。 

 議案第２２号「尾鷲市障がい福祉計画・尾鷲市障がい児福祉計画について」に

つきましては、本市の障がい福祉サービス等の提供体制の確保や推進のための取

組について、障害者総合支援法計画及び児童福祉法に基づき策定する計画であり、

尾鷲市議会基本条例第９条第５号の規定により、議会の議決を求めるものであり
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ます。 

 次に、５５ページを御覧ください。 

 議案第２３号「尾鷲市コミュニティバスの指定管理の指定について」につきま

しては、公の施設管理の指定管理者を行うに当たり、地方自治法第２４４条の２

第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 指定管理者と指定期間につきましては、指定管理者を「三重交通株式会社」と

し、指定の期間を令和７年３月３１日までの１年間とするものであります。 

 次に、５６ページを御覧ください。 

 議案第２４号「三重地方税管理回収機構規約の変更に関する協議について」に

つきましては、令和６年度より国税である森林環境税が創設され、地方自治体が

住民税と併せて賦課徴収を行うことから、三重地方税管理回収機構の規約に森林

環境税の徴収について明記するため、地方自治法第２８６条第１項の規定により、

関係地方公共団体と協議することについて、同法第２９０条の規定に基づき、議

会の議決を求めるものであります。 

 以上をもちまして、議案第２号「尾鷲市情報通信技術を活用した行政の推進に

関する条例の制定について」から議案第２４号「三重地方税管理回収機構規約の

変更に関する協議について」までの２３議案の説明とさせていただきます。 

 よろしく御審議いただき、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（仲明議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 議事日程に従い、審議は留保といたします。 

 次に、日程第２６、議案第２５号「尾鷲市副市長の選任について」を議題とい

たします。 

 事務局長をして、議案の朗読をいたさせます。 

（事務局長 朗読） 

議長（仲明議員） ただいま議題となりました議案につきまして、提案理由の説明を

求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、議案第２５号「尾鷲市副市長の選任について」につ

いて説明いたします。 

 議案書の５８ページを御覧ください。 

 議案第２５号「尾鷲市副市長の選任について」につきましては、来る３月３１
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日をもって副市長の任期満了を迎えるため、現副市長である「下村新吾」氏を再

任しようとするものであります。 

 現在、本市は、新たな目指すべき将来都市像を掲げる「第７次尾鷲市総合計画」

の下、「住みたいまち 住み続けたいまち おわせ」の実現に向け鋭意邁進して

いるところであります。 

 そうした中、同氏は、副市長としてこれまでの任期４年間、本市が直面してい

る行政課題に市職員時代から培った豊富な知識を生かして積極果敢に取り組み、

その卓越した行政手腕は衆目の一致するところであり、見識、人格共に本市の副

市長として適任であると確信していることから、引き続き選任いたしたく、地方

自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 よろしく御審議いただき、御同意賜りますようお願い申し上げます。 

議長（仲明議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議案に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ質疑の通告はございません。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案につきましては、人事案件でもあり、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。 

 これに異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております

議案は、委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ討論の通告はございません。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第２６、議案第２５号「尾鷲市副市長の選任について」、原案のとおり同
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意することに賛成の方は起立願います。 

（起 立 多 数） 

議長（仲明議員） 起立多数、起立多数であります。よって、議案第２５号は原案の

とおり同意することに決しました。 

 ここで、ただいま副市長に選任同意されました下村新吾副市長より御挨拶があ

ります。 

 副市長。 

〔副市長（下村新吾君）登壇〕 

副市長（下村新吾君） 副市長選任の議決いただき、ありがとうございます。 

 ９年前に病を患ったこともあり、そのことを知っていただいている方々には、

私の体のことを気遣っていただき大変御心配をおかけしていますが、市長や職員

の皆さんの御助力により、現在に至っていることに感謝申し上げます。 

 ４年前、就任挨拶で、市長を補佐することはもちろんのこと、市長の目となり、

耳となり、市民の皆様や職員の意見をくみ上げ市政に反映させ、市民の皆様が幸

せに暮らしていける社会形成の一助になれるよう頑張っていきたいと申し上げま

したが、その間、新型コロナウイルス感染症対応や広域ごみ処理施設整備事業、

また、ＳＥＡモデル事業の推進など、４年間の経験を経て、改めてその職責の重

さ、大きさに身の引き締まる思いであります。 

 本日、副市長選任の議決をいただき、もとより微力ではございますが、これま

での行政に携わってきた経験を最大限に生かし、市長を補佐し、本市の将来都市

像「住みたいまち 住み続けたいまち おわせ」の実現と持続可能な行政運営に、

市長並びに職員と力を合わせて取り組んでまいります。 

 議員の皆様には、今後とも御指導、御鞭撻をお願いしまして、御挨拶に代えさ

せていただきます。ありがとうございました。 

議長（仲明議員） ありがとうございました。 

 下村副市長におかれましては、引き続き当市の発展に御尽力をいただきますよ

う、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 次に、日程第２７、議案第２６号「尾鷲市公平委員会委員の選任について」を

議題といたします。 

 事務局長をして、議案の朗読をいたさせます。 

 事務局長。 

（事務局長 朗読） 
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議長（仲明議員） ただいま議題となりました議案につきまして、提案理由の説明を

求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、議案第２６号「尾鷲市公平委員会委員の選任につい

て」につきまして、説明いたします。 

 議案書の６０ページを御覧ください。 

 議案第２６号「尾鷲市公平委員会委員の選任について」につきましては、本市

の公平委員会委員は３人の委員で構成されており、そのうち「大藤恒嗣」氏が本

年３月３１日に任期満了となりますが、引き続き委員として再任いたしたく、地

方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 よろしく御審議いただき、御同意賜りますようお願い申し上げます。 

議長（仲明議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ質疑の通告はございません。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案につきましては、人事案件でもあり、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております

議案は、委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ討論の通告はございません。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 
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 日程第２７、議案第２６号「尾鷲市公平委員会委員の選任について」、原案の

とおり同意することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（仲明議員） 挙手全員、挙手全員であります。よって、議案第２６号は原案の

とおり同意することに決しました。 

 次に、日程第２８、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題

といたします。 

 事務局長をして、諮問の朗読をいたさせます。 

（事務局長 朗読） 

議長（仲明議員） ただいま議題となりました諮問につきまして、提案理由の説明を

求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」

について説明いたします。 

 議案書の６２ページを御覧ください。 

 本市の人権擁護委員は７人の委員で構成されており、そのうち「小林利徳」氏

の委員の任期が本年６月３０日に任期満了となることから、引き続き人権擁護委

員に推薦するものであります。 

 小林氏は人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解がある

ことから、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるもの

であります。 

 以上をもちまして、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」の説明

とさせていただきます。 

 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議長（仲明議員） 以上で提案理由の説明は終わりました。 

 これより議題の諮問に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ質疑の通告はございません。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 ここで正午の時報のため、しばらく中断いたします。 
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〔休憩 午前１１時５９分〕 

〔再開 午後 ０時００分〕 

議長（仲明議員） 正午を過ぎましたが、会議を続行いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております諮問につきましては、人事案件でもあり、会議

規則第３７条第３項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 御異議なしと認めます。よって、ただいま議題となっております

諮問につきましては、委員会への付託を省略することに決しました。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ討論の通告はございません。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第２８、諮問第１号「人権擁護委員候補者の推薦について」、原案のとお

り同意することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（仲明議員） 挙手全員、挙手全員であります。よって、諮問第１号は原案のと

おり同意することに決しました。 

 次に、日程第２９、報告第２号「専決処分事項の承認について（令和５年度尾

鷲市一般会計補正予算（第８号））」を議題といたします。 

 ただいま議題となりました報告につきましては、朗読を省略し、直ちに説明を

求めます。 

 市長。 

〔市長（加藤千速君）登壇〕 

市長（加藤千速君） それでは、報告第２号「専決処分事項の承認について」、内容

は、令和５年度尾鷲市一般会計補正予算（第８号）について説明いたします。 

 議案書の６４ページを御覧ください。 

 報告第２号「専決処分事項の承認について（令和５年度尾鷲市一般会計補正予
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算（第８号））」につきましては、地方自治法第１７９条第１項の規定により令

和６年２月５日に専決処分したので、同条第３項の規定により報告するものであ

ります。 

 令和５年度尾鷲市一般会計補正予算書（第８号）及び予算説明書の１ページを

御覧ください。 

 第１条第１項にありますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９,

６０２万７,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１１６億９,４５６万５,

０００円とするものであります。 

 ３ページを御覧ください。 

 歳入は、１４款国庫支出金、２項国庫補助金で、物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金として９,６０２万７,０００円の追加であります。 

 ４ページを御覧ください。 

 歳出は、３款民生費、１項社会福祉費で、生活困窮者自立支援事業費に係る経

費として９,６０２万７,０００円を追加するもので、住民税が均等割のみ課税の

世帯に対し、１世帯当たり１０万円を支給する住民税均等割世帯への物価高騰対

策生活支援給付金としての８,０００万円と、同じ対象者に住民税非課税世帯を

加えた者に１８歳以下の児童がいる場合に対し、児童１人当たり５万円を支給す

るこども加算の物価高騰対策生活支援給付金としての１,５００万円が主なもの

であります。 

 以上、報告第２号「専決処分事項の承認について（令和５年度尾鷲市一般会計

補正予算（第８号））」の説明とさせていただきます。よろしく御承認賜ります

ようお願い申し上げます。 

議長（仲明議員） 以上で説明は終わりました。 

 これより報告に対する質疑に入ります。 

 ただいまのところ、質疑の通告はございません。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

議長（仲明議員） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 ただいまのところ討論の通告はございません。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（仲明議員） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決を行います。 

 日程第２９、報告第２号「専決処分事項の承認について（令和５年度尾鷲市一

般会計補正予算（第８号））」を採決いたします。 

 本報告を承認することに賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

議長（仲明議員） 挙手全員、挙手全員であります。よって、報告第２号は承認をさ

れました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 以後、会期日程表のとおり、明日２月２８日から３月３日までを休会とし、４

日月曜日午前１０時より本会議を開きますので、よろしくお願いをいたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

〔散会 午後 ０時０５分〕 
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